
議論が尽くされないまま 
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この法案は、その適用対象を「普通教育を十分に受けていない者」ないしは「相当の期

間学校を欠席していると認められる学齢児童（生徒）」に限定したうえで、当該の子ども本

人というよりは、その保護者が就学義務違反とならないように救済することを目指してい

るように読み取れます。その意味で、学校教育法の適用を特例として免じる特別措置法に

なっています。	 

しかし、「学籍」の扱いをどうするのか、「修了認定」の基準と「成績評価」の公正をど

のように図るのか、法案の条文からは具体的な姿が見えてきません。第４章第 12条の３の
二に「学齢生徒が学校に在籍しないで・・・学習活動を行うことが適当」という文言があ

り、では、その子の学籍はどこにあるのか、学籍というものがない学齢期の子どもの存在

を容認するのか、という重大な疑問が生じます。「修了認定」のありかたともかかわって、

適用対象を限定した特別措置のようでありながら、現行の義務教育法体系の根幹を揺るが

しかねない内容を含みもっています。財政的な支援の問題をとってみても、学校に行き続

けている子と保護者との全体としての均衡をどのように図るのでしょうか。 
「学校に行かない子と親の会（大阪）」は、1991年の夏の創設以来、学校に行かない子を

もつ親の集まりを毎月欠かさず開き続け、会員相互の交流と親睦を図るメディアとしての

会誌を、これも毎月欠かさず発行、郵送を続けてきました。不登校の子どもの最善の利益

に寄り添ってきたつもりです。けれども、わたしたちの会に集まる親たちのあいだでは、

この法案の成立を積極的に待ち望む者はほとんどおりません。むしろ、この法案が成立・

施行されることで、学校に行き続けている子やその親とのあいだに、これまでにはなかっ

た利害の対立が生じるのではないか、そのことを強く懸念いたします。 
このたびの法案は、その運用しだいでは、わが国の公教育体系を大きく変える内容を含

み持っています。しかし、それに応じた幅広い、国民的な議論が展開されているとはとて

も思えません。問題が山積みの今国会で、議論が熟さないまま成立してしまうことを深く

憂慮いたします。 
貴党、貴議員の賢明なご判断をよろしくお願い申し上げます。 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 


